
 

令和４年度 第 3 回  保土ケ谷区地域自立支援協議会 相談支援部会 議事録 

日 時     令和 4 年 7 月 22 日（金）15：30 ～ 17：00 

開催場所 リモート（ZOOM 開催） 

出 席 者 
指定特定相談支援事所 11 名、その他 1 名、事務局 7 名  計 19 名 

 

欠 席 者  

開催形態 公開（傍聴人：  名） ・ 非公開 

議 題 集団指導について 

議事 １． 事務局よりアナウンス 

旭区の連絡会内容について共有 

① 虐待防止委員会の取り組み 

虐待防止のセルフチェックシートを使用している事業所がある 

② サービス利用状況について 

業務ガイドライン 19 ページ相談支援専門員への情報提供について 取り組みが開始されてい

るのかどうかの確認。回答としては、実際の仕組みはまだ出来上がっていない。相談支援専門

員側からアプローチし情報収集する必要がある 

 

2．集団指導について 

①事前質問への回答 

□集団指導の開催についての要望 

⇒意見として局へは伝えている 

 

□計画相談に関わる基本的な書類一式はケースごとにファイリングしているが、記録については

PC 上のファイル管理で問題ないか。 

⇒電子的記録でも問題ないと記載されているため、PC 上の管理で問題ない 

 

□初回加算について。サービス等利用計画を作成する月の前 6 カ月間において、障害福祉サービス

又は地域相談支援を利用していない者に対して～とあるが、この障害福祉サービスに入所施設やグ

ループホームも含まれるか。入所施設やグループホームに在籍している人が計画相談を開始した

時、初回加算は取れないのか 

⇒要件として「人生で初めて計画相談が入る場合」「サービスを 6 ヵ月利用していない場合」であ

ればとれる。また障害福祉サービスに入所、グループホームは障害福祉サービスに含まれる。 

 

□業務ガイドライン P19 サービス事業所からの相談支援専門員へ伝達について 

⇒どちらが先に連絡を取るかはケースバイケースとのこと。互いに必要に応じて連絡を入れてい

く。 

 

③ グループワーク（質問・情報交換等） 

□更新時の必要書類について。移動支援の計画書も併せて提出する認識でよいか。 

⇒移動支援の計画書は、旭区で本来は出すものと言われている、時期がずれていると忘れがちにな

る。基礎調査資料についても実地指導以降、更新ごとに提出している。緊急時の電話番号など変

第１号様式 



更があった際に助かっている 

□移動支援の計画書はつけて提出している。 

不明点は、地域支援拠点のガイドラインについて、地域生活支援拠点が加算の機能強化型２～１

になると運営規定に入れなければならないとあったが、具体的なところがわからない。どこを支

援拠点として取り組まないといけないか 

⇒後日区より回答 

□コロナで受入れ不可となり、行き場が無くなってしまった人への対応について聞きたい。 

⇒区より：重症でないと入院調整も難しい状況。局に確認とする。  

□相談員が感染した場合のモニタリング実施月などはどうしたらよいか 

⇒センターでは区に事情を報告し対処を仰いだ。翌月期日までにモニタリング実施し当月分に充

てることとなった。 

□移動支援計画書等は更新ごとに提出している。サービス量の変更や事業所の変更など、計画案を

出さない時も何かしら変更点があれば提出する認識でいる。 

⇒基礎調査資料については、泉区では状況が変わっているであろう 5年に 1度の頻度で提出して

ほしいと言われたことがある。 

□立てた計画と受給者証のモニタリング月がずれることもある。利用者から受給者証のコピーをも

らいたい時の対応について知りたい 

⇒区より：システム上では計画相談事業者用の受給者証を出せるようになっている。実際の共有

方法については持ち帰り後日回答とする。 

□移動支援の計画書は、更新があった時は必ず提出するようにしている。計画相談が入っている

時、事業所が変更になる時は必ず出すようにと言われたことがある。 

基礎調査資料については、変更があれば提出している。 

利用者からの受給者証の受け取りについて、事業所でコピーしているものをもらっている。ご本

人より連絡があるので事業所に受け取りに行っている。 

□相談業務における事故報告はされているか 

⇒タキオンでは過去に 1件あり。モニタリング報告書を区に郵送したが届いていないという例。

局に報告し、報告が遅れたことによる事故報告を提出した。 

⇒苦情があった際に第三者委員と共有している。年 2回開いている会議で検討している 

 

◎延命法律事務所より  

神奈川県条例について 

資料２素案の定義（１）について 

 

4.各事業所からの情報提供 

①光の丘相談室より 

・オンライン研修：記録の書き方研修（別紙案内参照） 

開催日：9月 15日 SAOP記録を初めて日本に導入した、福島医科大学の八木先生による研修  

今回開催 4回目となる。メール、チラシを基幹に周知済。8月 15日締め切り 

・ZOOM個別相談、勉強会 （別紙案内参照） 

個別ケースの相談会を定期開催している（開催日時：配布資料参照）  

相談支援従事者どなたでも相談可能。ざっくばらんに議論をしている。光の丘相談室鈴木氏や各相

談員も参加しつつケース検討を行う 



② 神奈川県条例について（別紙資料参照） 

素案を作成中（参照（仮称）当事者目線の障がい福祉推進条例 素案について） 

やまゆり園の事例からスタートしているもの。全障害対象というのをうたっている。 

8月頭ごろまでであれば意見が出来るため、ご意見があれば谷岸氏まで 

 

 

 

 

 

 

次回相談支援部会 

日時：令和 4 年 9 月 30 日（金）15：30～17：00 /ゆめ（2 階食堂） 

                        リモート併用 







裏面あり 

mailto:hikari-soudan@shirane.or.jp




（仮称）当事者目線の障がい福祉推進条例
素案について

神奈川県庁 福祉子どもみらい局
共生社会推進本部室 利用者支援グループ
鈴木、安藤、高間、大沼
045-285-0548（直通）

【照会先】

Ｒ０４．０７．１９版
団体説明用
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１ （仮称）当事者目線の障がい福祉推進条例素案の策定に至る経緯

・ 平成28年7月、「津久井やまゆり園事件」が起きた。県は、県議会と一緒になって、このような事件が二度と繰り返され

てはならない、障がい者差別のない社会を築いていこうという決意の下、「ともに生きる社会かながわ憲章」を定め、共生

社会の実現を目指すとともに、津久井やまゆり園の再生と当事者目線の障がい福祉の推進に取り組んできた。

・ 昨年（令和３年）8月には、全個室でユニットケアによる支援環境が整備された津久井やまゆり園の新園舎が開所、同12

月には同様の芹が谷やまゆり園が開所し、事件を乗り越えるべく、県の障がい福祉施策の新たな局面を向かえている。

・ これまでの間、津久井やまゆり園を含む県立障害者支援施設における不適切支援が発覚したことを受け、県は、障害者施

策審議会の部会として「障害者支援施設における当事者目線の支援検討部会」（「津久井やまゆり園支援検証委員会」を改

組）を設置し、不適切支援の事案の検証及び改善策の検討を行い、支援内容等の改善に取り組んできた。

・ 同検討部会の報告書には、将来の県立施設のあり方を考えるには、県全体の障がい福祉施策の在り方を検討する必要があ

る、との提言が盛り込まれ、県は、令和３年６月、当事者を中心とした「当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員

会」を設置し、県立施設の必要性も含め、中長期的な障がい福祉施策の展望について議論を進めた。

・ 同検討委員会が令和３年９月にまとめた中間報告において、ビジョンに基づいた施策を確実に実施するための、条例も含

めた普遍的な仕組みづくりについて検討を進めるべき、とする提言が盛り込まれ、議会からも、当事者目線の障がい福祉の

追求、及びともに生きる社会の実現のため、条例、憲章、計画策定など、あらゆる可能性と選択肢を排除することなく検討

を進めていくよう要請があった。

・ 県は、こうした一連の議論を踏まえ、オール神奈川で当事者目線の障がい福祉の実現を目指すには、その理念や目的、責

務などを市町村や事業者、県民と共有することが必要であり、県議会の議決を得る条例が最も効果的であると考え、条例を

設置することを表明した（令和３年11月本会議、知事答弁）。

・ 県は、本年3月、条例の骨子案を策定し、各市町村、関係団体等と意見交換を実施しながら、パブリックコメント手続き

として県民からの意見募集を行い（4月7日から5月6日）、各般の意見を踏まえ、今般、条例素案を策定した。
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・ 新しい条例は、以下の政策課題を解決するため、当事者目線の障がい福祉を着実に推進する普遍的な仕組みである。

・ この新しい条例は、県の障がい福祉分野の基本条例として位置付けることを目指しており、本県の障がい施策の基本原則や
基本方針といった精神規定を盛り込むだけでなく、「当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会」の提言をできる限
り反映させた実体的規定を盛り込み、より実効性を持たせることとしている。

① 津久井やまゆり園事件を風化させないこと

→ 事件発生から５年が経過し、事件の風化が心配される現下において、「ともに生きる社会かながわ憲章」のさらなる啓発普及
を進め、障がい者の権利利益に対する侵害のない共生社会を築いていくため、条例において、この憲章の考えを明定し、その理
念を普及を促進させるものであること

② 虐待ゼロを目指し、身体拘束のない、当事者目線の支援を進める必要があること

→ 県立障害者支援施設における長期にわたる居室施錠等の身体拘束といった不適切支援を省察し、条例において、障がい者虐待
の禁止を謳い、身体拘束のない支援に努めるものとし、正当な理由で身体拘束を行っている場合であっても、その件数を公表す
る等の措置と相まって、利用者の望みや願いに寄り添った、当事者目線の支援を進めるものであること

③ 意思決定支援を着実に進める必要があること

→ 全国的にも具体の取組みが始まったばかりの意思決定支援の手法を全県に広げ、必要とする全ての障がい者が適切に意思決定
支援を受けることができるよう、条例において、県及び事業者の実施責任を謳うとともに、社会福祉法人等を「意思決定支援研
究・研修センター」（仮）として指定する根拠規定を設け、意思決定支援の理念と実施手法の普及に努めるものであること

④ 障がい者の地域生活を実現するために必要な地域資源を増やしていく必要があること

→ 障がい者が住み慣れた地域で安心していきいきと、いのち輝かせて暮らすことができるよう、条例において、県は市町村と緊
密に連携し、障がい者の地域生活を推進する施策を講じる責務があることを定めるとともに、必要な地域資源を充実させるため
の施策を講じる責務を定め、もって地域共生社会の実現を図るものであること

⑤ 政策動向を注視しながら、中長期的な戦略的視点で障がい福祉施策を進めて行く必要があること

→ 「当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会」の提言を実体化するため、条例において、中長期的な視点に立った実
行プランに当たる「基本的な計画」を策定する旨を定め、本県の障がい施策を戦略的に進めて行くものであること

２ 新たな条例を制定する必要性（いわゆる「立法事実」について）
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・ 制定条例では、冒頭において、目的規定を置くことが通常であり、本条例（案）においても、第１条に以下のように規定

し、制定趣旨を明確にすることとしている

（目的）

第〇条 この条例は、当事者目線の障害福祉の推進について、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民、事業者等の役

割を明らかにするとともに、当事者目線の障害福祉を推進するための基本となる事項を定めることにより、当事者目線

の障害福祉の推進を図り、もって、障害者が障害を理由とするいかなる差別及び虐待を受けることなく、自分の望む暮

らしを実現することができ、障害者のみならず、誰もが喜びを実感できる地域共生社会の実現に資することを目的とす

る。

３ 新たな条例の制定趣旨と今後のスケジュール（予定）

・ 本年の第２回定例議会（厚生常任委）へ条例素案を報告し、さらなる検討の上、９月の定例議会へ条例（案）を提出予定

◎ 新たな条例の制定趣旨

◎ 今後のスケジュール（予定）

令和４年
７月12日 第２回県議会定例会厚生常任委員会に条例素案を報告

７～８月 関係者等（障がい当事者、関係団体、市町村、事業者等）との意見交換

８月上旬 骨子案に対する県民の皆さまからの意見募集（４月７日～５月６日）の意見に対する県の見解の公表

９月 第３回県議会定例会に条例案を提出

令和５年
４月 条例の施行
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◎ 障害者基本法（昭和45年５月21日法律第84号）の目的規定

（目的）
第１条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもので
あるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する
社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明ら
かにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参
加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

◎ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）の目的規定

（目的）
第１条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第
二百八十三号）、知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第
百二十三号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害
児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係
る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわら
ず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

◎ 北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例（平成21年３月31日公
布）の目的規定

（目的）
第１条 この条例は、障がい者及び障がい児の権利を擁護するとともに、障がいがあることによって障がい者及び障がい児がいかなる差別、
虐待も受けることのない暮らしやすい地域づくりを推進するため、障がい者及び障がい児の視点に立って、道の施策の基本となる事項、道
が実施すべき事項及び道と市町村との連携により実現すべき事項などを定めること等により、地域における障がい者及び障がい児の権利を
擁護し、及び生活の支援に向けた環境を整備し、もって北海道の障がい者及び障がい児の福祉の増進に資することを目的とする。

◎ 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例（平成31年４月１日施行）の目的規定

（目的）
第１条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進ならびに障害者の自立および社会参加に向けた取組（以下「障害を理由とする差
別の解消の推進等」という。）について基本理念を定め、ならびに県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、障害を理由とす
る差別の解消の推進等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相
互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会（以下「共生社会」という。）の実現に寄与することを目的とする。

他法、他県の条例における目的規定
参 考
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４ 新たな条例の構造（素案の時点での整理）

総
則
的
規
定

（
実
体
的
規
定
）
（
補
足
）

基
本
的
規
定

附
則

〇 前文

〇 目的規定（当事者目線の障がい福祉の推進及び地域共生社会の実現）

〇 定義規定

〇 基本理念

〇 県、事業者、県民の責務・役割等に関する規定

〇 基本的な計画（基本計画）の策定に関する規定

〇 基本的計画に盛り込む、障がい者の自立及び社会参加を推進するための
関係分野の施策について規定

〇 意思決定支援の取組みの推進に関する規定

〇 障がい者差別解消のための措置に関する規定

〇 障がい者虐待の禁止、早期発見及び防止措置に関する規定

〇 障がい者本人の政策立案過程への参加促進、自主的活動の推進の規定

〇 上記施策を着実に実施するための態勢の整備等に関する規定

〇 財政上の措置に関する規定

〇 施行期日に関する規定

〇 条例の施行後の検討に関する規定

新たな条例の制定趣

旨を明らかにすると

ともに、県の障がい

施策に関する基本的

事項を規定

県の障がい施策に関

する政策課題を解決

するための基本的な

施策の取組み方針と、

同施策の推進態勢の

整備等について規定

・ 新たな条例は、県の障がい施策分野の基本条例として位置付けることとしているが、いわゆる訓示規定だけでなく、当事者
目線の障がい福祉を推進する関係施策を着実に実施する実効性を確保するための実体的規定も充実させている
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✓ 基本条例の考え方に基づき、
個別の具体的な事象に対応して、
法令、予算等の制度を執行

✓ 基本条例の考え方に基づき、個
別の課題の解決への取組みに対し
て支援を行う予算措置、目指す方
向へ誘導する税制措置等を実施

✓ 基本条例の考え方に基づき、個
人の権利に対する規制、事業への
参入に係る許認可の手続等を規定

計 画

基 本 理 念

県等の責務 基本的施策

目 的

基 本 条 例

「基本条例」に基づく行政の展開の体系のイメージ

予算措置等個別法規の制定等 行政運用

・ 一般に、基本条例とされるものは、自治体が講ずる制度・政策に関する理念、基本方針を示すとともに、それに沿った措置を
講ずべきことを定めている。この基本条例の目的、内容等に適合する形で、さまざまな行政諸施策が遂行されることになる。

・ 基本条例は、当該行政分野において、いわば「親条例」として優越的な地位をもち、その施策の方向付けを行い、他の条例や
行政内関係部局を指導・誘導する役割を果たす。このような性格から、基本条例は、直接に住民の権利義務に影響を及ぼすよ
うな規定は置かず、訓示規定又はいわゆるプログラム規定で構成される。

参 考



５ 新条例に盛り込む行政（県）、事業者及び県民の責務等（素案の時点での整理）

立 場 責務（努力義務含む）等 説 明

行政（県）

〇 計画の策定

○ 情報提供と意見反映

○ 意思決定支援の推進と
権利擁護

〇 差別解消の推進

〇 虐待の防止

○ 当事者活動の推進等

〇 推進態勢の整備

〇 財政上の措置

〇 当事者目線の障がい福祉を推進するための「基本的な計画」の策定、実施

○ 障がいについての理解促進、施策の実施の際の県民等の意見反映

○ 意思決定支援の推進を図るための情報提供・研修等の実施、本人の意思を反映した
障害福祉サービス利用、必要な意思決定支援の円滑な提供

〇 障がい者差別に関する相談体制の整備、社会的障壁の除去

〇 障がい者虐待に関する調査、虐待の防止・早期発見、救済措置

○ 障がい者の政策決定過程への参加推進と当事者の自主的な活動の支援

〇 障がい者支援についての調査研究、福祉人材の確保と育成等、態勢の整備

〇 必要な財政上の措置

行政
（市町村）

※ 県は市町村と連携を図り、市町村の関係施策の実施について支援、協力する旨を規定
（自治体間は対等・協力の関係にあるべきとする地方分権の考え方を踏まえ、市町村の事務についての規定は置かない）

地域（県民）

〇 理解の促進

〇 施策への協力

〇 差別・虐待の禁止

〇 障がい、障がい者、共生社会に関する理解を深める

〇 県が実施する障がい福祉施策の実施に協力する

〇 障がいを理由とする差別、虐待、その他権利侵害の禁止

事 業 者

【障がい福祉サービス提供事業者】

〇 当事者目線の障がい福
祉の推進

〇 意思決定支援の実施

〇 地域住民等と連携し、地域の社会資源の活用等を図り、当事者目線の障がい福祉を推
進

〇 サービス利用者の自己選択、自己決定に配慮し、意思決定支援の実施に努める

【全事業者共通】

〇 差別・虐待の禁止

〇 合理的配慮

〇 社会参加の支援

〇 障がいを理由とする差別、虐待、その他権利侵害の禁止

〇 障がいに係る社会的障壁の除去のための合理的配慮

〇 多様な分野での社会参加の機会の確保
7
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６ 条例の制定効果～新たな条例で何がどう変わるのか

◎ 障がい分野の基本条例が制定される

→ 今後、新条例の目的、内容等に適合する形で、様々な行政諸施策（個別条例の制定、予算措置、行政運用等）が実施さ
れることになる

◎ 当事者目線の障がい福祉の推進、地域共生社会の実現を目指す決意を示す

→ 前文で、津久井やまゆり園事件により「ともに生きる社会かながわ憲章」を策定し、併せて、当事者目線の障がい福祉
の必要性を認識し、この条例制定に至った経緯などを示すこととしている

新条例本文では、行政、事業者、県民等が力を合わせて、当事者目線の障がい福祉の推進と地域共生社会の実現を目指
すことを明らかにし、関係施策の実施に努力義務を課す規定と相まって、それらの施策の着実な展開につなげていく

◎ 当事者目線の障がい福祉を総合的・計画的に実施するための「基本的な計画」を策定する

→ 地域共生社会の実現を目指し、当事者目線の障がい福祉を推進するための具体の施策を、いつまでにどのように実施す
るか、「基本的な計画」において定め、条例の実効性を高める

この「基本的な計画」には、庁内障がい福祉部門のみならず、医療、教育、雇用、農業、商工等の部門と連携した関係
施策についても盛り込む

◎ 障がい福祉施策を推進するための予算措置につながる

→ 当事者目線の障害福祉に関する施策を実施するため、県の努力義務として、必要な財政上の措置を講ずる旨を規定する

【全体的なこと】
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◎ 障がいを理由とする差別、虐待、その他の権利侵害を解消するための仕組みづくりを加速させる

→ 「障害者差別解消法」や「障害者虐待防止法」を踏まえた禁止規定等を盛り込むとともに、救済の仕組みを作る

◎ 必要とする誰もが意思決定支援を受けられることを明示し、全県展開を進める

→ 意思決定支援の推進に関する規定を盛り込む

◎ 当事者の自主的活動を支援するとともに、県の政策決定過程への当事者の参加を進める

→ 当事者の自主的活動の推進に関する規定を盛り込む

◎ 科学的根拠に基づいた「強度行動障がい」のある人への支援手法や高齢化への対応等の調査研究を進める

→ 障がい者支援についての調査研究及び研修（人材育成）を強化する規定を盛り込む

◎ 障がい福祉を担う人材の確保と育成を推進する

→ 県がリーダーシップを発揮し、広域的な視点から、一自治体や一法人では対応が難しい人材確保と人材育成に取組む

【個別の政策】

※ 新条例は、できる限りやさしい言葉を使い、誰もが理解しやすい内容とする方針

また、障がい当事者と一緒にガイドブックなどを作成し、障がい当事者をはじめ広く県民向けに、新条例についての理解を

広げていく工夫をする
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① 条例素案に反映したもの 【９４件】

・ 住み慣れた地域や知人、友人がいるという中で、住まいの場を障がい者が選べることが大事である

・ 障がい者やその家族が望むものは、一人の人間として、差別をしないでほしい、虐待しないでほしいという思いである

・ 条例を作ってすぐに劇的な変化はないにせよ、「何も変わらない。」と言われないような実施計画を立てることが大切である

② 他の施策での取組が必要なため条例素案に反映していないもの 【３件】

・ 障害者年金を減額しないでほしい

③ 意見の趣旨を今後の施策の参考とするもの 【３５８件】

・ グループホームや日中の活動場所など、地域資源の充実

・ いろいろな当事者と対話し、施策に生かしていくことが大切

・ 情報提供について、分かりやすい文章にしたり、様々な媒体により発信するなど、工夫してほしい

・ 人材確保及び育成は大きな課題である。いかに福祉の仕事に興味を持ってもらえるかが大切である

・ 障がい当事者が分かりやすいものを作ってほしい

④ 意見の趣旨を検討の際に視点として参考にしたもの 【９４件】

・ 課題に沿った対応など行政機構のあり方を検討してほしい

⑤ 条例素案に反映できないもの 【１０件】

・ 「当事者目線」を「当事者視点」に変更してはどうか

⑥ その他（感想、質問等） 【51件】

・ 障がい当事者を周りの人や支援者が理解するプロセスが当事者目線になると感じた

・ 条例の制定が拙速すぎるのではないか。障がい当事者や関係者と十分に時間をかけて進めてほしい

７ 県民の皆さまからの意見募集での主なご意見

総件数 ６１０件
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（仮称）神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例 素案 
 
 
前文 
平成 28年７月 26日、県立障害者支援施設である津久井やまゆり園において、

19 名の生命が奪われるという大変痛ましい事件が発生した。この事件は、障害
者やその家族のみならず、多くの県民に言いようもない衝撃と不安を与えた。 
県では、このような事件が二度と繰り返されないよう、平成 28年 10月、県議

会の議決を経て「ともに生きる社会かながわ憲章」を策定し、これを、ともに生
きる社会の実現を目指す県政の基本的な理念とした。 
県は、津久井やまゆり園の再生を進める過程において、利用者に対するより良

い支援のあり方を模索してきた。そうしたところ、これまでは利用者の安全を優
先するという管理的な支援が行われてきており、本人の意思を尊重し、本人が望
む支援を行うためには、当事者本人の目線に立たなくてはならないことに気付
いた。 
そして、障害者との対話を重ね、その思いに寄り添うために全力を注いだ。そ

の結果、障害者一人一人の心の声に耳を傾け、支援者や周りの人が工夫しながら
支援することが、障害者のみならず障害者に関わる人々の喜びにつながり、その
実践こそが、お互いの心が輝く当事者目線の障害福祉であるとの考えに至った。 
そこで、令和３年 11月、「当事者目線の障がい福祉実現宣言」を発信し、これ

までの障害福祉のあり方を見直し、当事者目線の障害福祉に転換することを誓
った。 
顧みると我が国の障害福祉は、昭和 56年の国際障害者年を転機として、ノー

マライゼーションの理念の下、どのような障害にもかかわらず、等しく自立と社
会参加を可能とする環境の整備を進めてきた。しかし、全ての障害者が自分らし
く暮らしていくことができる社会環境の整備はいまだ道半ばである。 
私たちは、この現状に真摯に向き合い、誰もが安心していきいきと暮らすこと

のできる地域共生社会の実現を目指して、障害者も含めた県民、事業者、行政等
が互いに連携し、一体となった取組を進めるべく、普遍的な仕組みを構築してい
かなければならない。 
このような認識の下、当事者目線の障害福祉の推進が、「ともに生きる社会か

ながわ憲章」の実現につながるものと確信し、その基本となる理念や原則を明ら
かにした、当事者目線の障害福祉を進めていくための基本的な規範として、ここ
に、この条例を制定する。 
 

１ 目的 
この条例は、当事者目線の障害福祉の推進について、基本理念を定め、並び

に県の責務及び県民、事業者等の役割を明らかにするとともに、当事者目線の
障害福祉を推進するための基本となる事項を定めることにより、当事者目線の
障害福祉の推進を図り、もって、障害者が障害を理由とするいかなる差別及び
虐待を受けることなく、自分の望む暮らしを実現することができ、障害者のみ
ならず、誰もが喜びを実感できる地域共生社会の実現に資することを目的とす
る。 

 

参考資料１ 
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２ 定義 
⑴ この条例において「障害」とは、障害者基本法（昭和 45年法律第 84号）
第２条第１号に規定する障害をいい、「障害者」とは同号に規定する障害者
をいう。  

⑵ この条例において「当事者目線の障害福祉」とは、障害者に関わる誰もが
障害者一人一人の立場に立ち、その望みと願いを尊重し、障害者が自らの意
思に基づいて必要な支援を受けながら暮らすことができる社会環境の整備
により実現される障害福祉をいう。 

⑶ この条例において「意思決定支援」とは、障害者が自ら意思を決定するこ
と（以下「自己決定」という。）が困難な場合において、可能な限り自らの
意思が反映された日常生活及び社会生活を送ることができるよう、自己決定
を支援することをいう。 

⑷ この条例において「障害福祉サービス提供事業者」とは、障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。
以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サー
ビス事業を行う者、同条第 11項に規定する障害者支援施設を経営する事業
を行う者、同条第 18項に規定する一般相談支援事業を行う者及び特定相談
支援事業を行う者、同条第 26項に規定する移動支援事業を行う者、同条第
27 項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者並びに同条
第 28 項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者並びに児童福祉法
（昭和 22年法律第 164号）第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支
援事業を行う者、同条第７項に規定する障害児相談支援事業を行う者及び
同法第７条第１項に規定する障害児入所施設及び児童発達支援センターを
経営する事業を行う者をいう。 

 
３ 基本理念 

当事者目線の障害福祉の推進は、次に掲げる事項を旨として図られなければ
ならない。 
⑴ 全ての県民が、等しく人格的に自律した存在として主体的に自らの生き
方を追求することができ、かつ、その個人としての尊厳が重んぜられるこ
と。 

⑵ 障害者のみならず、障害者に関わる人々も喜びを実感することができる
こと。 

⑶ 障害者一人一人の自己決定が尊重されること。 

⑷ 障害者本人が、希望する場所で、希望するように暮らすことができるこ
と。 

⑸ 障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて関係者が連携
し、障害者個人の持つ可能性が尊重されること。 

⑹ 多様な人々により地域社会が構成されているという認識の下に、全ての県
民が、障害及び障害者に関する理解を深め、相互に支え合いながら、社会全
体で取り組むこと。 

 
４ 障害を理由とする差別、虐待等の禁止 

何人も、障害者に対し、障害を理由とする差別、虐待その他の個人としての
尊厳を害する行為をすることにより、当事者目線の障害福祉の増進を妨げては
ならない。 
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５ 県の責務 

県は、３に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、当事
者目線の障害福祉に関する施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施す
る責務を有する。 

 
６ 市町村との連携 
⑴ 県は、５の施策の策定及び実施に当たっては、市町村と連携し、及び協力
するよう努めるものとする。 

⑵ 県は、市町村が当事者目線の障害福祉の推進に関する施策を策定し、又は
実施しようとするときは、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うもの
とする。 

 
７ 県民及び事業者の役割 
⑴ 県民及び事業者は、基本理念にのっとり、当事者目線の障害福祉について
の理解を深めるとともに、県が実施する当事者目線の障害福祉の推進のため
の施策の実施に協力するよう努めなければならない。 

⑵ 県民及び事業者は、基本理念にのっとり、障害者が社会、経済、文化その
他多様な分野の活動に参加することができるよう機会の確保に努めなけれ
ばならない。 

 
８ 障害福祉サービス提供事業者の役割 

障害福祉サービス提供事業者は、基本理念にのっとり、地域住民等と連携し、
地域の社会資源の活用等を図りながら、当事者目線の障害福祉の推進に努めな
ければならない。 

 
９ 情報の提供及び意見の聴取 
⑴ 県は、県民等（県民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体をいう。
以下同じ。）に対し、障害についての理解の促進に資する情報を提供すると
ともに、市町村、事業者等と連携し、当事者目線の障害福祉の理解を深める
ための普及啓発を行うものとする。 

⑵ 県は、当事者目線の障害福祉に関する施策に、県民等の意見を反映するこ
とができるように必要な措置を講ずるものとする。 

 
10 基本的な計画の策定 

知事は、当事者目線の障害福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図
るため、当事者目線の障害福祉の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」
という。）を定めなければならない。 

 
11 基本計画に定める施策 

基本計画には、次に掲げる施策について定めるものとする。 
⑴ 障害者が、障害の状態及び生活の実態に応じ、自立のための適切な支援を
受けられ、かつ、多様な地域生活の場を選択できるようにするための医療、
介護、福祉等に関する施策 

⑵ 障害者及びその家族その他関係者からの各種の相談に総合的に応じるこ
とができるようにするための相談に関する施策 
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 ⑶ 障害者である子どもの教育を保障し、及び障害者が生涯にわたり学習を
継続することができるようにするための教育に関する施策 

⑷ 障害者である子どもが、可能な限りその身近な場所において療育その他こ
れに関連する支援を受けられるようにするための施策 

⑸ 個々の障害者の特性に応じた多様な就業の機会の確保及び障害者の雇用
の促進に関する施策 

⑹ 障害者のための住宅の確保及び障害者の日常生活に適するような住宅の
整備の促進に関する施策 

⑺ 障害者が円滑に利用できるような公共的施設の構造及び設備の整備並び
に障害者が移動しやすい環境の整備に関する施策 

⑻ 障害者が十分に情報を取得し、及び利用し、並びに円滑な意思疎通を図る
ことができるようにするための情報提供、支援等に関する施策 

⑼ 障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の
自立を促進するための施策 

⑽ 障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うこと
ができるようにするための環境の整備に関する施策 

⑾ 障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができる
ようにするための防災及び防犯並びに障害者の消費者被害の防止及び救済
に関する施策 

⑿ 障害者が行政機関等における手続を円滑に行うことができるようにする
ための環境の整備に関する施策 

 
12 意思決定支援の推進 
⑴ 県は、意思決定支援の推進に関する必要な情報の提供、相談及び助言等の
体制の整備を行うものとする。 

⑵ 県は、障害福祉サービス提供事業者等に対し、意思決定支援に関する研修
を行うものとする。 

⑶ 県は、毎年度、意思決定支援の推進に関する施策の実施の状況を公表しな
ければならない。 

⑷ 障害福祉サービス提供事業者は、意思決定支援の実施に努めなければなら
ない。 

 

13 障害者の権利擁護 
⑴ 障害福祉サービス提供事業者、障害者の家族その他の関係者は、障害者の
障害福祉サービスを行う施設への入所その他の障害福祉サービスの利用に
際しては、障害者の意思が反映されるよう配慮しなければならない。 

⑵ 障害者に関わる者は、障害者が意思決定支援を受けることを希望する場合
には、その希望を十分に尊重し、円滑に意思決定支援を受けることができる
よう努めなければならない。 

 
14 障害を理由とする差別に関する相談、助言等 
⑴ 県は、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることがで
きるよう、相談体制その他必要な体制の整備に努めるものとする。 

⑵ 県は、障害を理由とする差別に関する相談を受けたときは、必要に応じ、
次に掲げる措置を講ずるものとする。 
ア 相談者に対し、助言、情報の提供等を行うこと。 
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イ 関係者と必要な情報の共有を行うこと。 
ウ 他の地方公共団体への通知その他連絡調整を行うこと。 

 
15 社会的障壁の除去 
⑴ 県は、その事務又は事業を行うに当たり、現に障害者から社会的障壁（障
害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社
会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。以下同じ。）
の除去を必要としている旨の意思の表明がない場合においても、その者が障
害者であること及びその意思を推知することができる場合には、社会的障壁
の除去について、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的な配慮を
行うよう努めるものとする。 

⑵ 事業者は、その事業を行うに当たり、現に障害者から社会的障壁の除去を
必要としている旨の意思の表明がない場合においても、その者が障害者であ
ること及びその意思を推知することができる場合には、社会的障壁の除去に
ついて、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的な配慮を行うよう
努めるものとする。 

 
16 虐待等の防止 
⑴ 県は、市町村その他の関係機関と連携し、障害者に対する虐待等の防止に
関し、障害福祉サービス提供事業者への啓発及び研修を行うものとする。 

⑵ 障害福祉サービス提供事業者は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対
する支援等に関する法律（平成 23年法律第 79号）第 15条の規定による研
修の実施のほか、障害者に対する虐待等の防止に関し、従業員への啓発に努
めるものとする。 

 
17 障害者に対する虐待の早期発見及び通報等 
⑴ 県は、市町村その他の関係機関と連携し、障害者に対する虐待の早期発見
につなげるため、障害者に対する虐待に係る通報について県民等への普及啓
発を行うものとする。 

⑵ 県は、市町村その他の関係機関と連携し、障害者に対する虐待の早期発見
及び早期対応のための体制の整備を行うものとする。 

 
18 障害福祉の政策立案過程への障害者の参加 

県は、障害福祉の推進に係る政策の立案に関する会議の開催に当たっては、
障害者の参加を推進するものとする。 

 
19 障害者主体の活動の促進 
⑴ 県は、障害者の自立と社会参加等の促進を図るために障害者が主体とな 
って企画し、及び実施する活動（以下「障害者主体の活動」という。）の活
性化を図るため、その活動内容について県民等に普及啓発するよう努めるも
のとする。 

⑵ 県は、障害者主体の活動の推進を図るため、必要な支援を行うものとする。 
⑶ 県は、県内において障害者主体の活動に取り組む団体又は個人が、相互に
連携し、必要な情報を共有し、及び協働することができるよう支援に努める
ものとする。 
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⑷ 県は、障害者主体の活動の推進に資するよう、国内外の障害者主体の活動
の状況及び推進の取組に関する情報の収集、整理並びに提供に努めるものと
する。 

 
20 生涯にわたる障害者への支援 

県は、障害者が生涯にわたり、必要な支援を切れ目なく受けることができる
体制の整備に努めるものとする。 

 
21 高齢者施策等との連携 

県は、当事者目線の障害福祉の推進に関する施策の実施に当たっては、高齢
者及び子どもの福祉に関する施策との連携を図るものとする。 

 
22 障害者に対する支援についての調査研究及び支援手法の確立 

県は、障害者に対する支援についての調査研究及び支援手法の確立に向けた
体制の整備に努めるものとする。 

 
23 支援研究及び研修の中核的拠点の整備 

県は、当事者目線の障害福祉を推進するための支援及び研修を適切に実施す
るための中核的な役割を担う拠点の整備に努めるものとする。 

 
24 地域間の均衡 

県は、当事者目線の障害福祉の推進に関する施策の実施に当たっては、障害
福祉サービスの地域間の均衡が図られるよう努めるものとする。 

 
25 自立支援協議会の活動の推進等 
⑴ 県は、障害者への支援の体制の整備を図るため、障害保健福祉圏域（保健
及び医療と福祉との連携を図る観点から県内を区分した区域のことをいう。）
ごとに協議会（障害者総合支援法第 89 条の３第１項に規定する協議会をい
う。次項において同じ。）を置くとともに、その活動を推進するものとする。 

⑵ 県は、地域の実情に応じた障害者への支援体制の整備を促進するため、市
町村が置く協議会との連携を図るものとする。 

 
26 障害福祉に係る人材の確保と育成 

県は、障害福祉サービスに係る事業等に従事することを希望する者及び現に
従事する者に対し、採用に関する適切な情報の提供、技術向上の支援等を行う
ことにより、障害福祉に係る人材の確保及び育成に努めるものとする。 

 

27 財政上の措置 
県は、当事者目線の障害福祉の推進に関する施策を実施するために必要な財

政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 
その他 
⑴ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
⑵ 知事は、この条例の施行の日から起算して５年を経過するごとに、この条
例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず
るものとする。 


